
女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書

１９７９年に国連は、あらゆる分野で女性が性に基づく差別を受けない権利

と平等の 権利を保障する女性差別撤廃条約を採択し、日本は１９８５年に同条

約に批准している。

その後、女性差別撤廃条約の実効性を高めるため、１９９９年に国連で採択さ

れたのが「女性差別撤廃条約選択議定書」である。

現在、女性差別撤廃条約の締約国１８９か国のうち、１１６か国が選択議定書

を批准している中で、日本は批准していない。

国は第５次男女共同参画基本計画において、「女性差別撤廃条約の選択議定

書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」と

しているが 進展しているとは言えない。

各国における男女格差を示す２０２５年のジェンダー・ギャップ指数の日本

の総合順位は、１４８か国中で１１８位であり、特に政治、経済分野における女

性の参画の遅れが顕著となっている。

女性差別撤廃条約選択議定書の批准は、この現状を変え、我が国の女性の権利

を国際基準にする重要な第一歩である。

ついては、国におかれては、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准され

ることを求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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